
 

自動車運送事業者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見募集の結果について 

 

令和７年２月２８日 

国 土 交 通 省 

物 流 ・ 自 動 車 局 

 

国土交通省では、令和６年１２月１９日から令和７年１月２０日まで、自動車運送事業

者に対する行政処分等の基準の改正案に関する意見の募集を行いました。 

その結果、本件に関して、２０件の御意見が寄せられました。 

お寄せいただいた御意見の概要とそれに対する国土交通省の考え方を別紙のとおりま

とめましたので公表いたします。 

皆様の御協力に深く御礼申し上げるとともに、今後とも国土交通行政の推進に御協力い

ただきますよう、よろしくお願い申し上げます。 

 

１．実施方法 

① 募集期間：令和６年１２月１９日（木）～令和７年１月２０日（月） 

② 周知方法：電子政府の総合窓口（e-Gov）に掲載 

③ 意見提出方法：インターネット、電子メール及び郵送 

 

２．意見数 

提出意見数 ２０件 

 

３．お問い合わせ先 

国土交通省物流・自動車局安全政策課 森本・芳山・赤木 

＜貨物軽自動車運送事業関係、疾病・疲労等のおそれのある運行の業務関係＞ 

電話番号（代表） ０３－５２５３－８１１１（内線４１－６３３） 

 

国土交通省物流・自動車局貨物流通事業課 渋谷・山崎 

＜運送契約締結時の書面交付義務等関係＞ 

電話番号（代表） ０３－５２５３－８１１１（内線４１－３３４） 

 

  



 

（別紙） 

御意見の概要及び国土交通省の考え方 

 

御意見の概要 国土交通省の考え方 

処分逃れを防止する仕組みを構築しておくべき。貨物

軽自動車運送事業の場合、届出で済むため、監査があ

った場合、直後に廃止届けをし、別な者による経営届

が容易に行える。処分の実効性を損なわないため、処

分逃れを防ぐ仕組みを考えてほしい。 

いただきましたご意見につきましては参考とさせて

いただき、今後の検討事項と致します。 

自動車運送事業者による違法駐車が特に目立つ。合流

や交通量の多い道路等でも、車両からの貨物の積み降

ろしで交通渋滞を引き起こし大変危険な状況となる場

面を多々見かける。違法駐車を厳重に取り締まるのは

もちろん、安全管理者にも相応の罰則が必要と感じ

る。運転免許証の点数制度の改正と共に、社員指導を

強化させる為にも事業者には罰金を課すべきではない

か。 

事業用トラックの駐停車違反については、警察から

の通報により行政処分の適用を実施しているところ

です。運転免許の点数制度、反則金制度については

警察庁の所管となっております。 

健康起因事故の撲滅を図ることが必須と認識している

ところ、処分の軽減化はその認識に疑問を持つ。重大事

故撲滅に逆行しているとすら感じる。 

本改正については、健康起因事故を軽減するべく、

その基礎となる健康診断の未受診に係る違反に対す

る処分の強化を行うものであり、処分の軽減を行う

ものではございません。 

本改正についてはおおむね賛成。昨今の健康起因によ

る事故の多発化を考えれば、厳罰化は然るべき。 

雇入れ時の健康診断と、受診期間はどのような扱いに

なるのか。 

改正にご理解いただきありがとうございます。雇入

時の健康診断の取扱いや健康診断を受けるべき時期

については、最寄りの都道府県労働局若しくは労働

基準監督署にお問い合わせください。 

冬季、事業用自動車による夏タイヤのまま降雪道路を

走行することにより立ち往生、道路封鎖されるニュー

スが散見される。物流の滞りはもちろん、救急車両への

影響、一般車両も巻き込み、社会的な混乱を招いている

状況。これらを軽減させる為にも、都道府県毎に、降雪

の有無に関わらず「冬季期間」を設定し、この期間中に

該当都道府県を通行する車両においては冬タイヤの装

着を義務化するなど対策を講じるべき。 

雪道での車両立ち往生対策については、引き続き検

討して参りたいと思います。 

内容が不十分なため改正に反対である。軽貨物では脆

弱な経営体制から不正改造や無車検、無保険が生じう

る。これらに行政処分を科さないのはあり得ない。 

貨物軽自動車運送事業者が不正改造や無車検運行を

行った場合、現行の処分基準において行政処分の対

象となります。 



 

道路運送法第 95条 1項に規定する自動車に関する表示

（車体表示）を安全対策強化に追加していただきたい。 

周りから見られていることが安全運転の啓蒙啓発にな

る。 

自動車に関する表示義務違反については、既に処分

基準を設けております。 

省人化、標準化のために配送アプリの活用は不可欠だ

が、AI での配車、配送アプリは、スマホの「ながら運

転」を助長するもので、軽貨物の車両事故が増えた最大

の原因であるため、このしくみを規制（規正）する安全

対策強化に「ながら運転の禁止」を追加する。 

「ながら運転」については、道路交通法に罰則規定

が設けられております。また、警察からの通報によ

り行政処分の適用を実施しているところです。 

１名あたり「15 日車」の行政処分にすることは賛成。

「１名未受診」からもっと厳しい行政処分にすべき。 

健康診断の受診後の「所見ありドライバー」に対する再

検査、通院投薬の確認をしないと全く意味がない。所見

ありドライバーを当局がフォローアップする仕組みが

できるとよいのではないか。あるいは、再検査等のフォ

ローアップをしている事業者に対して何かしらのイン

センティブを与えることも考えられる。既存の検査費

用の助成に加えインセンティブを与えれば、検査が普

及するはずである。 

いただきましたご意見につきましては参考とさせて

いただき、今後の検討事項と致します。 

運送契約締結時の書面交付義務違反について「交付な

し違反」や「記載事項等の不備」に関する行政処分があ

るのは賛成であるが、「不実記載、改ざん」に関する厳

しい行政処分基準も不可欠と考える。 

さらに、今回の行政処分は運送事業者に適用されるも

のであるが、真の荷主に対する行政処分等もあるべき

で、特に荷主は立場が強いため、厳し目のものがない

と、書面交付の浸透が遅れるおそれがあると考える。 

いただきましたご意見につきましては今後の施策の

参考とさせていただきます。 

なお、貨物自動車運送事業法第 33 条に基づく行政処

分の対象は貨物自動車運送事業者ですが、荷主につ

いてはトラック・物流Ｇメンによる是正指導の対象

となる可能性があります。 

そもそも健康診断の受診の状況を行政処分の理由とし

てはならない。 

行政処分の根拠となる法には、事業者に健康診断を義

務付ける明確な条項も、国土交通省令への委任もない。

それにもかかわらず、漠然と安全にかかわることは省

令で定めたことを守らないと行政処分をするという運

用は、行政権の濫用であり法違反である。 

また健康診断の実施の有無と健康起因事故が増加して

いる因果関係の説明や証明がされていない。 

重大事故につながる、脳疾患や心疾患は、通常の健康診

断では到底わからない。 

貨物自動車運送事業法第 17 条及び道路運送法第 27

条において、輸送の安全のため、「自動車運送事業者

は、事業用自動車の運転者が疾病により安全な運転

ができないおそれがある状態で事業用自動車を運転

することを防止するために必要な医学的知見に基づ

く措置を講じなければならない。」と規定しており、

これを受け、省令において、「自動車運送事業者は、

乗務員等の健康状態の把握に努めること」としてお

ります。 

また、健康診断は、労働安全衛生法で受診が義務付

けされております。 



 

今般、健康起因事故が増加傾向にある中、健康診断

を確実に受診させ医師からの所見を受けた上で、乗

務していただくことを目的に、本改正を行うもので

す。 

施行日が令和７年４月だというのに、なぜ実運送管理

簿の詳細が決まっていないのか。 

なぜ詳細を決める前に行政処分を決めるのか。 

順番もおかしいし、今頃パブリックコメントを求めて

いる事自体おかしい。 

制度の詳細については、令和７年１月 31 日に「貨物

自動車運送事業法施行規則の一部を改正する省令

（令和７年国土交通省令第３号）」の公布と併せて、

「改正貨物自動車運送事業法 Q＆A」を公表しまし

た。その中で、実運送体制管理簿については、特に

様式は問わず、各事業者において作成しやすい形で

作成いただいて問題ないこととしております。 

運送契約締結時等の書面交付義務について、具体的な

様式を示してください。何をどのように記載しなけれ

ばいけないのか、よく分かりません。また、印紙が必要

な基本契約書のことを言っているのか、発注書のこと

を言っているのか分かりません。 

交付書面の記載事項や記載例等については、国土交

通省 HP で公表している「改正貨物自動車運送事業法

Q＆A」において詳しくお示ししておりますので、そ

ちらをご確認いただけましたら幸いです。 

運送契約締結時の書面交付義務関係等に係る処分基準

の追加について 

１．総論 

（１）罰則や行政処分の適用にあたっては、制度の浸透

状況を考慮していただくとともに、運送事業者の実情

にも配慮をお願いしたい。 

（２）今回新設される規制的措置は、荷主や利用運送事

業者等にも幅広く周知をお願いしたい。 

２．運送契約締結時の書面交付義務関係 

（１）処分量定が件数により加重されているが、件数の

考え方（書面の交付対象となる契約の考え方）をわかり

やすく示していただきたい。 

３．運送利用管理規程関係 

（１）必要事項設定違反について、処分量定が他の違反

における記載事項等の不備の処分量定と比べ重くなっ

ている。他の違反と処分量定をそろえるべきである。 

４．実運送体制管理簿関係 

（１）通知義務違反について、川上から情報が来なかっ

たときにおいては、通知を怠った川上の事業者に対し

処分を科すよう、適切に対処していただきたい。 

（２）作成・通知義務に関し、利用運送事業者やマッチ

ングサイト事業者などに対しても同様の規制的措置を

１.（１）（２）、２．（１） 

国土交通省 HP において「改正貨物自動車運送事業法

Q＆A」を公表しているほか、今後、改正法に係る説

明会を実施予定であり、荷主等も含め丁寧な周知に

努めてまいります。 

３．（１）「運送利用管理規程の必要事項設定違反（規

程の内容不適切）」の処分量定については、「安全管

理規程の必要事項設定違反（規程の内容不適切）」の

処分量定とそろえたものとしております。 

４．（１）上流の事業者が通知義務を怠る等して通知

を受けられなかった場合など下請構造の中にいる事

業者が伝達事項を知ることができない場合は、当該

事業者に通知義務は課されません（法第 24 条の５第

４項ただし書）。この場合、通知義務を怠った上流の

事業者に対して行政処分が行われる可能性がありま

す。 

（２）貨物利用運送事業者等に対する規制等につい

ては、今後の改正法の施行状況や「トラック運送業

における多重下請構造検討会」における議論等も踏

まえ、必要に応じ検討したいと考えております。 

（３）実運送体制管理簿を含む制度の詳細について

は、令和７年１月 31 日に「貨物自動車運送事業法施



 

講じるべきである。 

（３）作成義務に関し、解説書やＱ＆Ａを作成し、制度

の詳細についてわかりやすく明示していただきたい。 

行規則の一部を改正する省令（令和７年国土交通省

令第３号）」の公布と併せて、「改正貨物自動車運送

事業法 Q＆A」を公表しました。 

昨年 10 月に監査が入り、今年の 4 月以降に行政処分を

受ける見込みです。 

その場合は、改正後の処分基準が適用されるのでしょ

うか。 

昨年 10 月に実施された監査において確認された違

反については、改正前の処分基準が適用されます。 

「運送契約締結時の書面交付義務関係等に係る処分基

準の追加」の処分日車数で、貨物利用運送事業法の第一

種貨物運送事業者で届出ている営業所は対象外となる

のでしょうか。 

貨物自動車運送事業法第 33 条に基づく行政処分の

対象は貨物自動車運送事業者であり、貨物利用運送

事業者は対象となりません。 

１．真荷主等の発注側の交付義務についても処分対象

としてほしい。また、元請け事業者については、日車で

なく罰金（罰則）規定を定めて頂きたい。誰が交付義務

を負うのか、その範囲を明確に示して頂きたい。交付書

面に記載する必要のある事項（高速道路や付帯作業料、

燃料サーチャージ等）を明確に示して頂きたい。運送利

用運送規程の内容を明記して頂くとともに、運送利用

管理規程が受注者側に適正に履行されているかチェッ

クし厳罰化されるような仕組みを構築頂きたい。 

２．運送利用管理規程や運送利用管理者に係る違反に

ついて処分を行うことは反論はないが、利用運送事業

者は車両を保有していないので処分効果がないのでは

ないか。また、利用運送に係る書面交付義務違反につい

ては、規模に関係なくすべての発注事業者側に必要な

内容であることからすべての発注事業者を処分対象と

し、運送利用管理規程・運送利用管理者に係る違反につ

いては、一定規模以上の事業者を対象として処分する

方向で良いと考える。 

３．実運送体制管理簿の作成義務違反について、車両を

保有しない利用運送事業者に対しての処分はどのよう

に行うのか。 

１．貨物自動車運送事業法第 33 条に基づく行政処分

の対象は貨物自動車運送事業者ですが、荷主につい

てはトラック・物流Ｇメンによる是正指導の対象と

なる可能性があります。 

また、交付書面の記載事項や運送利用管理規程に定

める事項等を含む制度の詳細については、国土交通

省 HP で公表している「改正貨物自動車運送事業法 Q

＆A」において詳しくお示ししておりますので、そち

らをご確認いただけましたら幸いです。 

なお、届け出た運送利用管理規程によらないで事業

を行ったときは、百万円以下の罰金が科されること

があります。 

２．貨物自動車運送事業法第 33 条に基づく行政処分

の対象は貨物自動車運送事業者であり、貨物利用運

送事業者は対象となりません。 

なお、運送利用管理規程の作成義務及び運送利用管

理者の選任義務については、一定規模以上の貨物自

動車運送事業者が対象となり、利用運送事業者は対

象とはなりません。 

３．実運送体制管理簿の作成義務の対象となるのは

元請の貨物自動車運送事業者であり、貨物利用運送

事業者は作成義務の対象にはなりません。 

貨物自動車運送事業法第12条に基づく運送契約につい

ては、真荷主と貨物自動車運送事業者との書面による

相互交付の義務であり、真荷主の不作為により運送事

業者のみ行政処分を受けることは法の趣旨に反し、不

公平だと考えます。 

真荷主からの書面での運送申込が無い場合等は違反

原因行為となる可能性がございますので、その場合

はトラック・物流 G メンの是正指導対象となります。 



 

１．自動車運送事業者に対する行政処分等の基準は自

動車運送事業者が対象と受け取りましたが、いわゆる

真荷主または利用運送事業者が違反した場合の罰則が

必要であると考えます。 

２．処分等の基準改正を徹底させるため、「運送契約」

と「書面交付のタイミング」を明確にすべきと考えま

す。 

（運送契約とは何をさしてますか？） 

基本契約書、発注書、運送申込書／運送引受書 

（書面交付はどのタイミングですか？） 

運送基本契約を締結（覚書含む）した際、基本契約締結

後に実際に日々発生する運行毎、1.の契約締結時と 2.

の発注する運行毎 

３．今回の行政処分等の基準改正案と「標準貨物自動車

運送約款」と「運送契約」と「標準的運賃」を連動する

ようにして運用方法などをイメージできるよう明確に

すべきと考えます。 

４．運送事業者を「元請」として処罰の対象にすべきだ

と考えます。 

１．自動車運送事業法第 33 条に基づく行政処分の

対象は貨物自動車運送事業者ですが、荷主について

はトラック・物流Ｇメンによる是正指導の対象とな

る可能性があります。 

２．交付義務の制度詳細については、国土交通省 HP

で公表している「改正貨物自動車運送事業法 Q＆A」

において詳しくお示ししておりますので、そちらを

ご確認いただけましたら幸いです。 

３．いただきましたご意見につきましては今後の施

策の参考とさせていただきます。 

４．利用運送事業者等に対する規制等については、

今後の改正法の施行状況や「トラック運送業におけ

る多重下請構造検討会」における議論等も踏まえ、

必要に応じ検討したいと考えております。 

その他関連事項に関する意見。 貴重なご意見ありがとうございます。今後の制度改

正の参考とさせていただきます。 

 


